
第８回環境社会配慮審査会 

日時 平成18年 10月 23日（月）15：00 ～ 17：15 

場所 JICA本部11階テレビ会議室、JICA兵庫テレビ会議室 

◇出席委員   （敬称省略） 

委員      石田 健一   東京大学 海洋研究所 海洋生命科学部門助手 

委員      織田 由紀子  日本赤十字九州国際看護大学 教授 

委員      菊地 邦雄   法政大学 人間環境学部 教授 

委員      小林 正興   大阪府環境情報センター 企画総務課企画総括 主査 

委員      田中 奈美   神戸芸術工科大学デザイン 学部環境・建築デザイン学科 助教授 

委員      長畑 誠    いりあい・よりあい・まなびあいネットワーク 代表 

委員      中村 玲子   ラムサールセンター 事務局長 

委員      中山 幹康   東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 

委員      野村 徹    日本シンガポール石油化学株式会社 代表取締役 

委員      長谷川 弘   広島修道大学 人間環境学部 人間環境学科 教授 

委員      原嶋 洋平   拓殖大学 国際開発学部 助教授 

委員      平山 義康   大東文化大学 環境創造学部 教授 

委員      真崎 克彦   清泉女子大学 地球市民学科 助教授 

委員長     村山 武彦   早稲田大学 理工学部複合領域 教授 

◇欠席委員 

委員      田中 充    法政大学 社会学部及び政策科学研究科 教授 

委員      藤倉 良    法政大学 人間環境学部 教授 

委員      藤崎 成昭   日本貿易振興機構アジア経済研究所 新領域研究センター 次長 

委員      柳内 龍二   個人コンサルタント       

◇事務局 

木下 俊夫   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部次長 兼 

        ジェンダー・環境社会配慮審査グループ長 

渡辺 泰介   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム長 

比嘉 勇也   独立行政法人国際協力機構 企画・調整部 ジェンダー・ 

環境社会配慮審査グループ 環境社会配慮審査チーム 
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◇委員・事務局以外の発言者 

木藤 耕一   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

業務第一グループ運輸交通・電力チーム長 

小柳 桂泉   独立行政法人国際協力機構 無償資金協力部 

業務第一グループ運輸交通・電力チーム 

田中 研一   独立行政法人国際協力機構 国際協力専門員 

臼井 寛ニ   独立行政法人国際協力機構  

        アジア地域支援事務所 広域企画調査員 

佐井 茂    株式会社 日本開発サービス 

田辺 有輝   環境・持続社会研究センター 

 

◇◇◇  ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇   ◇◇◇  ◇◇ 

 

○渡辺  それでは、時間となりましたので、環境社会配慮審査会を始めさせていただきたいと

思います。 

  本日は、まず議題の１番ですけれども、委員の改選に伴いまして、委員長、それから副委員

長２名の選任をお願いしたいと考えております。委員長、副委員長ですけれども、委員の互選

で選出するということになっておりますので、委員の皆様から、自薦またはご推薦をお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

○長谷川委員  １つ質問させてください。これはＡグループ、Ｂグループそれぞれにそういっ

た人を置くということですか。 

○渡辺  Ａグループ、Ｂグループは、個別の案件の答申の際にグループ分けさせていただいて

おるだけですので、Ａグループ、Ｂグループの中で例えば副委員長が入ってなければいけない

とか、そういうものはございません。ですので、Ａグループ、Ｂグループは関係なく、委員全

員の中から委員長と副委員長２名の選出をお願いしたいと考えております。 

○長谷川委員  委員長を、前回のこともありますので、できれば、お慣れになっている村山先

生にお願いできればとは思うのでございますけれども。 

○村山委員  前回のことは白紙の状態でぜひご検討いただきたいと思うんですが、もしどうし

てもという皆さんの声が大きければ再検討させていただきますけれども、余り前回までのこと

はお考えにならずにご検討いただければと思います。 
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○渡辺  今、村山先生の方から、余り前回までのことは考えずに、しかし、どうしてもという

ことであればというお話がありました。 

○木下  自分でやりますという人はいませんでしょうか。 

○織田委員  村山先生にぜひお願いできたらと思います。 

○木下  じゃ村山先生、どうでしょうか。忙しいというところは皆さん同じだと思いますし、

前回のとりまとめを発表された経験を皆さん非常に評価しておられて、もう一度、２期ぐらい

まではというのが強いのかなあという気もしますけれども、どうでしょうか。 

○村山委員  もし委員の方々の総意がそういうことであれば、お引き受けさせていただきたい

と思います。 

（拍手承認） 

○木下  それじゃそういうことでお願いできればと思いますので。事務局が選んだわけでも何

でもなく、根回しも一切してません。 

○渡辺  それでは、委員長を村山先生にお引き受けいただくことになります。それから、さら

に副委員長２名、ご推薦等をお願いいたします。 

○長谷川委員  村山先生を名指しした責任もございますので、もしよろしければ、私、副委員

長１名の分を引き受けさせていただきたい。もちろん委員の方がよろしければということです

が。 

○渡辺  皆様、よろしいでしょうか。 

（拍手承認） 

○渡辺  それでは、拍手多数で、長谷川先生にお願いいたします。あともう一人、自薦、ご推

薦をお願いいたします。 

○石田委員  自然系の方から、菊地先生、いかがでしょうか。 

○木下  いいですか。 

○菊地委員  はい。 

（拍手承認） 

○木下  ありがとうございます。 

○渡辺  では、もう一名の副委員長は菊地先生ということで、拍手多数で選出されました。ど

うもありがとうございます。 

  基本的には委員長に議事をお願いしますけれども、委員長がご欠席の場合に議事進行を副委
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員長にお願いするということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 村山先生、早速お願いしてもよろしいですか。――それでは、ここから議事進行は村山委員長

にお願いしたいと思います。 

○村山委員長  それでは、引き続き委員長をさせていただくことになりました。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、第２号議案ですが、ネパール国のシンズリ道路建設計画の答申案協議に入りたいと

思います。まず、事務局よりコメントをいただいたものについて整理していただいてますので、

それについて簡単にご説明をお願いいたします。 

○比嘉  事務局の比嘉の方からご説明させていただきます。 

 まず、今回お配りしてあります資料につきましては、担当委員の皆様、また担当以外の方から

もコメントいただいておりましたので、それをこちらの方で並べてあります。一応整理しやす

いようにということで、こちらの判断である程度共通項がありそうだと思われる項目を並べて

ありますので、本日、場合によっては、２つ出ているコメントを１つにまとめるということも

あり得るかと思いますし、あとは、逆に、一つのコメントの中に２つぐらい課題が入っている

ので分けるということもあり得るかと思います。そのような形で、最終的にどのようにとりま

とめていただくかということを協議していただきまして、その後、こちらでまた答申案という

形で皆様にメールを送らせていただいて、またご意見をいただきながらとりまとめていきたい

と思います。 

  最初に事務局からの提案とコメントについてご説明させていただきたいのですが、お配りし

ております紙の上の方にあります（事務局からの提案・コメント）というところで、まず１点

は、今回、諮問の対象となります資料というのが、これはＪＩＣＡがつくった資料ではなくて、

ネパール側が作成したＥＩＡ報告書ということになりますので、その点をはっきりさせるとい

う点で、答申文では、例えば、「ネパール側ＥＩＡ報告書では」という形の表記を行ってはいか

がかと思います。 

  また２番目で、ネパール側のＥＩＡ報告書の記載に関するコメントにつきましては、今後実

施予定の基本設計調査、または予備調査をやる場合にはその予備調査などでの提案とするのか

ということについて整理が必要かと思われますので、いろいろご指摘いただきました課題につ

きまして、今後こういう点は確認しておいた方がよいというようなことがありましたら強調し

ておいていただきたいと思います。 
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 ではよろしくお願いいたします。 

○村山委員長  どうもありがとうございました。内容の説明は特にはないということでよろし

いですか。――わかりました。ということで、きょうはコメントという形で整理していただい

てますが、それぞれご意見をご確認いただいた上で、追加の質問なり、あるいは追加の意見な

りありましたら、ぜひこの際お出しいただければと思います。担当の課題部の方からもご出席

をいただいていますので、かなり詳しい質問についてもお出しいただければお答えいただける

と思います。よろしくお願いします。 

○小柳  先に、私ども無償部の方からよろしいでしょうか。 

 まず、我々のメンバーを紹介させていただきたいと思います。先般、２日の説明会のときにお

会いできなかった委員の方もいらっしゃるようですので、ちょっと重なることをご容赦いただ

いた上で、改めて我々スタッフのメンバーを紹介させていただきたいと思います。 

 まず、私の左隣、日本開発サービスの佐井茂さんです。今回のネパール側が実施したＥＩＡレ

ポートの分析等、インハウスコンサルタントという形で契約させていただきまして、いろいろ

資料作成の補助とか当たっていただきました。それから、私の右隣、私の上司ですけれども、

無償部の運輸交通電力チーム長の木藤です。 

  あと、後ろの方に座っているのですけれども、２人ほど紹介させていただきます。ＪＩＣＡ

の国際協力専門員の田中です。ＪＩＣＡのアジア地域支援事務所に配属になっております臼井

です。田中と臼井は、我々、側面アドバイザーということで、いろいろ今回の審査会の準備に

対してアドバイスをいただいてまして、本日も出席させてますので、後ほど、場合によっては

彼らの方から、コメントに対する回答とか、そういう場面があるかもしれません。 

 それから、きょう、委員の方々皆様に審査会委員の方からの質問というペーパーが配られてい

ると思います。右肩に10月17日と書いてあります。そこで、事業部からの回答というのがゴシ

ック体で入ってますけれども、その中で幾つか、「ネパール事務所を通じて確認中」というのが

ございます。実を申し上げますと、この17日より後に、私どもＪＩＣＡネパール事務所から回

答がまいりましたので、先にそれを説明させていただきます。 

 それと、話していて、自分の自己紹介を忘れていたことに気がつきました。無償資金協力部運

輸交通電力チームの小柳と申します。よろしくお願いします。 

 では、質問の方で、若干私らの方から追加で回答させていただきます。まず２番ですね。原嶋

先生のコメントで、第１工区と第４工区で環境管理計画が策定されたかということですけれど
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も、策定されておりません。というのは、先日の説明会でも申し上げましたように、第１工区、

第４工区は、ネパールの環境法令の成立より前に基本設計調査が実施されたということで、Ｅ

ＩＡ自体が実施されておりません。よって、環境管理計画も実施されておりません。それから、

めくっていただいて６番、織田先生のご質問ですけれども、住民説明会に非識字者、小作人が

どれぐらい出席していたのか不明であるということだったのですけれども、こちらも、確認し

たのですけれども、残念ながら、当日そういうデータをとっておりませんでした。よって、今

回お答えできないということで、次回以降、また住民説明会を実施する予定ですので、そうい

うときに、これら非識字者、小作人のデータをとるように、ネパール側に意見具申したいと思

います。ただ、１つ、データとしましては、今回のＥＩＡ、社会環境調査も自然環境調査も、

基本的には、両側200メートルずつ、合計400メートル、仮の線形の中心から400メートルの幅で

実施しましたが、わかっているだけで４名ほどの小作人がいたようだということです。これは

社会環境調査の結果で、４名ほどの小作人がいたようだと。ただ、その方々が９月17日の住民

説明会に出たかどうかは、申しわけないですが、フォローしておりませんでした。それから最

後、８番です。長畑先生のご質問だったのですけれども、これは植林について、補償植林がど

こに実施されるのかというご質問でした。まず政府林――政府が所有する林ですね――の場合

は、地区の森林局、地区の事務所というのがございますので、そこの助言に基づいて、基本的

には政府林の中というか、若干土地がやせたような劣化地、英語でdegraded landと呼んでいる

ようですけれども、そこに植林することを計画しております。それからコミュニティフォレス

トの方は、同じくコミュニティフォレストの中に植林する予定です。こちらは樹木密度が低い

ところ、もしくは劣化地、こちらもdegraded landと呼んでいるのですが、そちらの方に植林す

る予定です。わかっているのはここまででして、今後は、どのような手続で、例えば実施主体

とか予算措置、工程ですね、こういった植林計画というのを、今後もまだ調査を我々引き続き

行いますので、そこで確認する必要があると考えております。 

 以上が我々からの質問に対する補足回答です。 

○村山委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、今の委員の方々からの質問に対する回答、これを含めて、もう少し詳しく知りたい

とか、あるいは意見があるという場合はぜひこの機会にお出しをいただきたいと思います。 

 まず、質問についての回答の確認についてはいかがでしょうか。 

○織田委員  私の質問につきましては、十分にお答えいただいたと思います。 
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○村山委員長  ほかの委員はいかがでしょうか。きょうご出席の委員でいくと、菊地委員はい

かがでしょうか。よろしいですか。 

○菊地委員  はい。 

○村山委員長  あとは、原嶋委員、よろしいですか。 

○原嶋委員  はい。 

○村山委員長  あとはご欠席の方ですかね。ご質問については、この程度でよければ、コメン

ト案について、答申案にまとめるに当たっての協議をさせていただきたいと思います。全部で

９ページで、37項目にわたってコメントをいただいております。これまでは各委員の方々から

個別にコメントをいただいた上で、先ほども事務局からありましたように、かなり似通ったも

のがあれば１つにして、最終の答申案ということでまとめていくと。さらに、委員の間で少し

意見が異なるような場合については、その点を少し協議していただいたりしてきたと思います。

あくまでこれまでのやり方ですので、今後は新しいやり方でやって構わないと思いますが、余

り項目が多いということも、これから事業に反映していただくに当たって適切な長さというの

もあるかもしれませんので、その点も考慮いただいた上でご検討いただければと思っています。 

 いかがでしょうか。きょう欠席の委員の方がわりといらっしゃるようなので、私もきょう初め

てこれを拝見しているものですから、どのような形でまとめればいいか、余り時間がない状況

なので難しいところなんですけれども。 

○長谷川委員  最初にＪＩＣＡ事務局の方からコメントとしておっしゃったこの四角の中の２

つ目の点ですけれども、実施予定の基本設計調査での対応を提案するかどうかということなん

ですが、つまり、ここに出ている我々のコメントでどれを採用するかと、そういう意味でござ

いますかね。それとも対応の時期が基本設計の時期なのか、あるいは、ほかに何か機会があっ

て、そちらへと。どういう意味合いでございますかね。 

○比嘉  基本的には、これは今後の過程において確認すべきこと、あるいはぜひとも調査して

おくべきことというのがありましたら、それを我々としても特に重点を置いて検討していきた

いと思っております。実際は、この後基本設計調査に移るという計画ではあるのですが、その

前に予備調査を行うという選択肢も検討はしている段階であります。 

○小柳  私ばかりしゃべって申しわけないですが、今ちょっと今後の進め方の件について言及

がありましたので、先に私の方から説明させていただきます。 

  今月の２日の説明会の後、先生方から質問、コメントをいただきまして、それを踏まえまし
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て、我々、無償部の中で、今後の進め方というのをちょっと相談してきました。まだ正式な決

定ではないんですけれども、今後、基本設計調査からダイレクトに入るか、予備調査という前

段階から入るべきか、まだ考えているところですが、少なくとも、いずれにせよ、現地調査は

２回、それからこの環境社会配慮審査会への報告も２回させていただくことになるのかなと考

えております。 

 それぞれの調査の内容がどういうものを考えているのかというのをご説明いたします。１回目

の現地調査が、今回、仮の線形で実施しましたので、もう一回現場をみて、それから1,000分の

１スケールの地形図のデータというのが既にありますので、その1,000分の１スケールの地形図

データをもって現場を確認しつつ、道路線形を決めていくと。なおかつ、対象住民ですね。Ｅ

ＩＡレポートの中では155世帯という数字も出ていましたが、用地確保を必要とされる対象住民

から、用地確保に係る基本合意を形成しながら道路線形を確定させていく作業がございます。

それとともに、道路線形が確定する過程で、幾つか、ＥＩＡのアップデートというふうに先日

ご説明した内容ですね、自然環境調査、社会環境調査を補足することがございます。それらを

この１回目の現地調査でやる予定です。もう一回繰り返しますと、基本合意の形成と、それに

伴って道路線形を確定させる、それに伴う追加の環境調査、ここまでを１回目の現地調査及び

その後の国内解析調査で行うということを考えております。１回目の現地調査と国内解析が終

わった段階で道路線形が固まりますので、その後、２回目の現地調査ではもう少し詳しい、こ

れはテクニカルな面になるのですけれども、道路の中心線測量とか、詳しい道路の縦断線形と

か、あと排水工とかの附帯構造物の設計をメインとすると。あとは、ネパール側の方で、この

作業と並行しまして、補償パッケージに係る合意形成をしていくという作業がございます。こ

の詳しい基本計画の策定と補償パッケージの合意が形成された段階でドラフトレポートという

形でとりまとめまして、現地に行ってネパール政府に対して説明するということを考えており

ます。それで、先ほど、私、２回、審査会に報告させていただくと申し上げかけたのは、１回

目の現地調査及び国内解析が終わった段階と、それから２回目の現地調査と国内解析が終わっ

た段階、２回目の報告はドラフトレポート説明の直前になるかと思いますが、そういうことを

考えていたんですけれども、いつ報告させていただくのが適切かということについては引き続

き検討させてください。いずれにせよ、現地調査２回というようなステップを考えております。 

○渡辺  あと、若干、長谷川先生のご質問に補足させていただきますと、今申し上げましたよ

うに、次に基本設計調査のステップを予定しておりますので、今回答申としていただいたご意
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見につきましては、基本設計調査に反映させるということを想定しております。ただし、きょ

うの資料でいただいたコメントの中で、ネパール側ＥＩＡ報告書の記載についてのコメントが

あるのですけれども、ネパール側ＥＩＡ報告書そのものはもうでき上がってしまっているもの

ですから、こちらでコメントして直すというものではございませんので、例えば37番のコメン

トのようなものを答申の中に入れるのかどうなのかは、このまま入れるべきなのか、ないしは

入れないというふうにするのか、あるいは、ご趣旨としてはこういうことをやってくれという

ことなので、少し表現を変えて入れるようにするのか、その辺の整理がきょうお願いしたいと

いう点でございます。 

○村山委員長  以上のような前提で議論する必要があるということですね。それで、私、内容

を完全にフォローできてないのですけれども、一つ一つみていただいて話を進めたいと思いま

す。 

  まず１番の藤崎委員からのコメントですが、これは全体に関するコメントということで、こ

の審査会のスタンスを書かれているという理解でよろしいですかね。ですから、きょう、藤崎

委員、いらっしゃってないのですが、あえて入れる必要があるのかどうかというところはちょ

っと感じますね。 

○比嘉  では事務局の方から、ご意見を伺いたいのですけれども、今こちらに並んで書かせて

いただいております１番と２番、田中委員の方からのコメントにつきまして、１番の方では、

今回の諮問の目的を非常にわかりやすくまとめていただいておりますので、これと２番目の全

体的なご意見を一つにまとめるという形ではいかがかでしょう。 

○村山委員長  それで、２番については、田中委員の方から、「大きなそごは認められず、是認

される内容である」というような全体的な判断が含まれていると思います。こういった内容で

２つをまとめて表記をするという事務局からのご提案だと思いますが、そういった形でよろし

いでしょうか。まだ是認する必要はないというご意見があればぜひお出しいただいて、特にそ

うでなければこの形でまとめてみたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○長谷川委員  今の判断は、ほかの先のコメントがございますよね。そちらでシビアなものが

なければこの結論に至っていいと思うんですが、最初にそちらをやったらどうでしょうかね。 

○村山委員長  わかりました。じゃ一応この２つについてはまとめるという方向で、その内容、

表現については、全体をみた上でまた判断をいただきたいと思います。 

  それでは次に３番、４番、５番ですね。ここが路線計画及び工法に関する内容です。ちょっ
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とご説明を簡単にいただけますでしょうか。 

○比嘉  ３番目の方につきましては、これは建設ルートの道路幅について触れられております

が、現時点では線形がはっきりとは定まっていないという点で、やや広めに設定して調べてい

るということです。その中で重要な要素については改めて道路幅などの具体的な内容が確定し

た時点で予測評価を行い、必要に応じて緩和策の強化、見直しを行うべきであるというご意見

になっております。４番目の方、これはこの地形自体が非常に急峻な山岳地帯でありますので、

慎重な路線計画と方法が望まれる。恐らくこれはトンネルや橋梁などのオプションについても

検討するというような部分もあるのかと思われます。５番目につきましても、これも線形につ

いてですが、最終的な線形について、その決定について審査会が関与することが望ましいとい

うご意見を原嶋委員の方からいただいております。 

○村山委員長  ありがとうございました。以上のような内容で３つ、特に路線計画、工法につ

いていただいていますが、ほかの委員の方から、この点についていかがでしょうか。このよう

な内容でまとめていいかどうかですね。 

○原嶋委員  ５番については、これは特に答申に記載するということは必要ないと思います。

こういう問題点を書かせていただくということと、多分、何回か関与させていただくというこ

とになると思いますので、それについて確認させていただきたいと思います。 

○村山委員長  ５番の審査会の関与の時期については、こういう形で進めさせていただけると

いうことでよろしいですね。 

○小柳  では無償部の方から若干、コメントに対する、私ども、ちょっと用意した意見という

のもございますので。 

  まず３番の田中先生からの、今後の予測評価、あるいは緩和策の見直し等については、これ

も線形が確定した段階でですね、ですから、先ほどの私の説明でいいますと第１次の現地調査

と国内解析という段階になると思いますが、そこでネパールの道路局が見直しを行って、ＥＩ

Ａのアップデート版に反映させる予定でございます。それから、４番飛ばしまして、５番の方

も、できる限り審査会へ報告させていただきたいとは思ってまして、回数についてはいろいろ

と意見もあるようですので、また検討させていただきますが、情報提供はあらゆる限りさせて

いただきたいと考えております。 

  それから４番の方ですね。トンネルとか橋梁とか、菊地先生からご意見いただいてますけれ

ども、内容の方は、基本設計調査の方で、施設計画、施工計画、考えることになりますけれど
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も、既に第１工区、第２、第４工区の実績をみますと、トンネルとかそういったものはまず考

えられないだろうなと。山肌に張りつくような道路が可能性高いと考えております。 

 あと、橋梁は全くないわけではなくて、ほかの工区でも幾つかはあります。これは川を渡ると

ころも何カ所かありますので、そういうところは、本当に何カ所かという数ですけれども、橋

梁の方はございます。そういったものが第３工区でも想定されます。 

○渡辺  補足しますと、次の審査会のご意見を伺うタイミングなんですけれども、無償資金協

力の場合、一般的には、基本設計調査のドラフトファイナルレポートができた段階で、審査会

への報告という形を考えております。したがいまして、今回やっておりますような諮問答申と

いうことではなくて、審査会の会議の場でレポートの案の内容を説明させていただいて、その

場でコメントをいただくというような形を考えております。 

○村山委員長  ということで、手続上、報告という形で審査会が関与するという形になってま

すので、そういう意味では、原嶋委員ご提案のように、あえてここで答申に含める必要はない

かもしれないということですね。ご提案いただいているご自身からの提案ですので、じゃ５に

ついては答申案には含めず、こういうご意見があったということで承っておくということにさ

せていただきます。３、４、５についてはそのような形でよろしいでしょうか。 

  それでは、次、自然環境への影響ですね。６、７、８、これについて、事業部の方から、も

し何かコメントがあればお願いいたします。 

○小柳  まず６番と７番ですね。これはもう一度再評価すべきというような趣旨のコメントか

と思いましたので、これもＥＩＡのアップデート時に再調査並びに再評価したいと考えており

ます。それから８番の補償植林の方は、先ほど冒頭、質問に対する回答ということで説明させ

ていただきましたので、そこは場所については省かせていただきます。 

  ただ、木が生育する見通しはあるのかという藤倉先生のコメントもありまして、これも過去

の工区を参考に、既存の植物相に影響を与えないような生育の可能性の高い樹木を選んで植林

することになるんだろうなと考えております。いずれにせよ、これもＥＩＡのアップデートの

ときに再評価したいと考えております。 

○村山委員長  ありがとうございました。ここについてはいかがでしょうか。 

○原嶋委員  確認させていただきます。今おっしゃった、これは前のコメントに対するお話も

そうですけれども、先ほど、今後の手順として、予備調査をして基本設計調査をされるという

ことですけれども、今おっしゃったＥＩＡのアップデートというアクションと基本設計調査と
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いうこととは同一なのかどうか。私の以前させていただいた質問に対しては、基本設計調査は

多分ＪＩＣＡさんが主体と伺ってまして、ＥＩＡのアップデートについてはネパール側の主体

で、かつ、法律的にというよりはむしろ自発的に行われるだろうという想定で動いていらっし

ゃるわけですけれども、基本設計調査に対する注文とＥＩＡのアップデートに対する注文とい

うことの２つ、整理される必要があるのではないかと思料します。 

○小柳  ありがとうございます。今、原嶋先生のおっしゃるように、基本的にはＥＩＡのアッ

プデート等の作業はネパール側が行うことになりますけれども、ただ、その一方で、例えば今

回のように、答申をいただきまして追加の環境調査でこういうことを盛り込むべきというよう

な内容も出てくるかと思いますので、そういったことを我々日本側がネパール側にも伝えて提

言しないといけません。 

  それで、第１次の現地調査のときに日本人の環境担当のコンサルタントもつけようと考えて

います。そこで、審査会の答申結果をレビューして、ネパール側の環境担当者、あるいは環境

ローカルコンサルタント等と協議の場をもって、日本側のＪＩＣＡの環境審査会でこういう答

申があったので、アップデートするときにはこういうことを考慮してもらえないかとネパール

側に対して助言、提言する予定でございます。ですから、確かにＥＩＡのアップデート作業そ

のものはネパール側ですが、その前段階として、ネパール側へ提言というのは基本設計調査の

中のＴＯＲというふうに考えております。 

○村山委員長  ほかにはいかがでしょう。きょうは藤倉委員はご欠席ですね。文言が質問の形

になっているので、これは表現を修正いただいた上で答申案という形にさせていただこうと思

います。８番ですね。 

  それでは、次のセクションに移りたいと思います。社会・経済への影響。ここはコンストラ

クションステージとオペレーショナルステージの２つに分かれているということですね。この

点については何かコメントありますでしょうか。 

○小柳  まず、９番、10番ともに織田先生からコメントいただいたものでありまして、これに

対する回答というわけではないんですけれども、ネパール事務所を通じて、現段階でのネパー

ル側の意向を取り急ぎ聞いてきたんですけれども、まず９番ですね。小作人に対する補償とい

うことです。ちょっと話細かくなってきますけれども、前提として、土地がオーナーと小作人

の双方で保有されている場合は、土地の販売というか、お金によって政府に売却するのにはオ

ーナーと小作人の双方の同意が必要であるということで、販売価格は折半して、土地のオーナ
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ーと小作人、折半というのはそれぞれ50％ずつ、販売利益というんですかね、収入を得るとい

うことです。仮にどちらか一方の同意が得られない場合は土地の販売はできないということを

聞いております。それから、中には土地のオーナーが不在であると。これは小作人が占拠して

いるという状況になるかと思うんですけれども、そういう場合は販売収入は得られないという

ことです。ただ、小作人に対しては１年分の収穫量相当の補償を考えているということを聞い

ております。 

  あと、またややこしいんですけれども、土地の権利書をもたないオーナーというのがいる場

合には、土地に対する補償はないと。ただし、家屋が既に建てられている場合には、家屋の補

償を受けることができるということを聞いております。 

  それから織田先生の10番のご意見、いろいろと施工中にsocial disharmonyということが懸念

されるということで、こちらはＥＩＡのアップデート時に見直すことになるんですが、ただ、

我々の見解としては、対象地域がかなり地方部でありますので、ギャンブルとか飲酒とか売春、

そういった影響は極めて限定的だと思われます。いずれにせよ、ＥＩＡのアップデートのとき

にはもう一度再評価したいと考えております。 

○織田委員  ご丁寧なご説明ありがとうございました。特に土地の所有の有無に関する、既に

いろんなご方針があるということにつきましてはわかりましたので、もしそういうことがある

のであれば、何度も書く必要はありません。ただ、この文書からではそのことが読み取れなか

ったものですから。コメントではなく「質問」とするべきだったのかもしれません。まだ、コ

メントと質問の分け方がよく理解できておりませんもので。 

  それからもう一つの、今度は10番にかかわるところですけれども、こちらの方ではオペレー

ショナルな段階でいろんなタイプのsocial disharmonyのことが書かれていましたけれども、そ

のようなsocial disharmonyはコンストラクションのステージでも起こるのではないかというの

が私の指摘だったわけです。今のご説明ですと、田舎の方だから余りそういうことないのでは

ないかということだったのですが、多分、これを読んでいると、一時的に労働者が大量にそう

いう地域に入ってくることから起こる問題ということを何度も言及されていたもので、ああそ

れならばコンストラクション段階でのdisharmonyを考えておく必要があると思ったわけなので

す。 

 ですから、田舎だから起こらないというよりも、１つは、日本でもそうですが、そういう田舎

で土地の買い上げなどにより、大量の、それまでにないお金が流入することから起こりうると
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いう問題、それから、外から多くの人が入ってくるということから起こりうる問題、その人た

ちは地元の人ではないわけですから、いろんなことが起こるということは考えられます。です

から、道路はできたわ、でも、人心は荒廃したとか、コミュニティが非常にまずい状態になっ

てしまったというようなことが起こらないようにすることは必要だと思います。そのことを道

路のプロジェクトに、どういうふうに入れ込むのがよいのか分からないのですが、次の社会基

本調査のときに、何かそういうことを防ぐための芽のようなものがあるかどうか調べていただ

くといいと思うんですが。例えば、後の方にも出てくるんですが、ただ単に、オーソリティを

もった人たちに聞いて、そういうことは起こらないようにします、大丈夫です、と言われて、

ああそうですかということだけではなくて。例えば、この地域に既にＮＧＯがあるとか書いて

ありましたよね。そういうところと連携しながら、多少でもそういうことの予防的措置がとれ

るのかどうか、また、みんなにそういう問題に関し啓発活動をしてくれるところがあるのかど

うか、そういうことを、調査で明らかにしていただければよいし、そのような調査をすること

が、一つの啓発活動になるのではないかと思います。 

○小柳  ありがとうございます。ＮＧＯの活動強化とか、そういったコメントはたしかほかの

先生のコメントにもまた後ほど出てくるかと思うんですけれども、今後は現地調査、ネパール

側がやるんですけれども、道路線形を確定させる段階で住民説明会は何度もやることになると

思いますので、そういうところで、ＮＧＯの関係者、あるいは地区の代表者、地区の代表者に

限らず住民ですね、住民の方々に広く呼びかけて、このプロジェクトのプラスの面をアピール

することはもちろんだと思いますけれども、こういった負の影響を決して隠すことなく説明し

て、予防的措置を住民に取り組んでいただきたいというような啓蒙を促すことも大切かと考え

ております。 

○比嘉  事務局の方から確認させていただきたいのですが、この９番のコメントの補償につい

ての部分で、一応今、小作人に対する補償が制度としてはあるという回答はあったんですが、

このコメントはいかがいたしましょう。答申文案を作成する際に。 

○織田委員  どう考えたらいいんでしょう。今の段階では、私はこれ以上、追加してコメント

したいということはないんですが、こういう説明がありました、はい了解しましたということ

で、お互いに確認したらそれでいいのか、そういう懸念がだされたことをどこかに書き記して

おいた方がいいのか、その辺りの判断がよくわからないのですが。 

○村山委員長  今の点についてはこれまでの審査会でもたびたび議論になるところで、なかな
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か区分けが難しいところがあるんですが、私なりに考えているのは、事実関係のお互いの理解

の行き違いで、不必要な答申を出すというのは余り適当ではないのではないかと思っています。 

  ただ、事実関係をお互いに共有した上でなお意見がある場合については、答申の中に含める

べきだ。これはお互いに意見が違っても、あえて、それはやはり審査会として意見を出すべき

だと思っているんですね。そういう意味で、今の説明をお聞きになった上で、なおやはり意見

を出しておいた方がいいと思われるようであれば、それは含めて構わないと思いますが。 

○織田委員  わかりました。後ほど、パブリックヒアリングにいろんな方の参加を求めるとい

うことで、関連する問題が出てくると思いますので、ここのところではもうこれ以上結構です。 

○村山委員長  結構ですというのは？ 

○織田委員  コメントに含めなくても結構です。 

○村山委員長  わかりました。じゃ９番についてはここでは特に取り上げないということで。

最終案については、この部分、別のところも含めて趣旨は反映するという形にさせていただき

たいと思います。 

  あと、10番については今コメントがあったと思いますが、11番、12番については、このよう

な形でよろしいですか。 

○野村委員  10番、11番、12番それぞれなんですが、ここのコメントの趣旨として、コンスト

ラクションステージでの問題オペレーショナルステージでの問題に分ける形でコメントがされ

ているんですけれども、今のこのコメントにおいてでもまだ、コンストラクションステージと

オペレーショナルステージの部分で分け切れてはいない。つまり、例えばオペレーショナルス

テージのところにHIV/AIDSの危険というのが書かれているわけですけれども、これはコンスト

ラクションステージでも起こり得る問題ですね。あるいは、オペレーショナルステージで指摘

されている非分解性廃棄物、プラスチックごみ、これも工事の建設期間中でも発生するおそれ

は十分にあるわけですね。ですから、ここのところをコンストラクションステージとオペレー

ショナルステージでもう一整理した上で、コンストラクションステージで工事を行う業者なり

がきちんと労務管理なり、あるいは現場管理をすることで防げる問題であれば、それは建設業

者に対してきっちりとした指示、インストラクション、契約書の中でそういうことをきちんと

決めればいい。ただ、完成後の話については別の問題があって、多分２つの観点があるのかな

と思ってまして、１つは、事業の効果なり負の効果みたいなものをどう把握するのかという点

で事業の効果を、特に社会的な影響を後になって調べようとすると、現状がわかってないと比
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べようがないものですから、仮に売春がこの地域で大きな問題であるとすれば、それは現状ど

のぐらいの売春が発生しているのかを調べなければいけない。ただ、現時点で余り問題になっ

てないということであれば、調査する項目として取り上げなくてもいいと思います。ただ、12

番のように、学校教育の格差を助長してしまうということについては、現在どれだけ女性が学

校に通っているのか、道路が完成した後にどういう影響が出ているのかというのは調べやすい

と思います。ですから、事業の効果という観点で、どういう項目を挙げておくのか、あるいは

現時点で調べておかないと事後的に比較ができない項目を整理する必要があろうかと。ただ、

さらにいうと、このコメントの中には、換金作物みたいな項目もあって、多分、食料自給率だ

とか、あるいは自給自足的な生活が崩れていくというご観点かと思うんですが、このあたりは

非常に測定が難しいですし評価も難しいと思います。換金作物に頼ってしまう、あるいは自給

率が減るということ自体がプラスなのかマイナスなのか、非常に評価が難しい。その辺は無償

資金協力部の方で何が取り上げ得る指標なのかというのを事前に整理しておいて、事後評価の

段階で役立てるのが精一杯かと思います。 

若干これに関連していえば、交通安全だとか廃棄物の問題も挙げられているんですが、この

事業では運転手の休憩所とかそういったものというのは計画されているんでしょうか。さらに

いうと、事業効果をさらに上げるという意味では、地域沿線の人たちが道路を利用して収入を

上げられるような、道の駅みたいなものが整備される可能性があるのか。前者の休憩所みたい

なものができれば、ドライバーも休めるし、トイレだとか、あるいはごみなんかを道端にぼん

ぼん捨てるのではなくて、休憩所でごみをまとめて捨ててもらい、で回収するという対策もと

れる。あるいは、道の駅みたいなもので地域コミュニティを動員できるのであれば、所得の向

上みたいなものにも役に立つ。事業効果を上げるうえですね。 

○村山委員長  ありがとうございます。それでは、最後の部分についてご質問があったと思い

ますので、もし現時点でおわかりになればお答えいただければと思いますが。 

○小柳  道の駅とか、あるいは休憩所ですか、今のところは考えておりません。と申し上げま

すのは、無償資金協力、必要最小限のコンポーネントでというのを原理原則にしておりますの

で、途中に集落が点在してますので、仮に全く休むところがない道が100キロとか続くのであれ

ば話は別だったのかもしれませんが、30キロの中に集落がたまに点在しているというところな

ので、そういうところが休憩所にもなるし、トイレとかごみとかのポイントにもなるのかなと

考えてます。もちろん、現場をこれからみないと、決して今私が申し上げていることは最終結
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論ではないんですけれども、過去の工区等もみながら考えると、そういったコンポーネントが

含まれる可能性は低いのではないかなと考えております。 

○長谷川委員  １つ質問、それからもう一つ、提案があります。 

 織田委員のコメントはもっともなものだと思うんですが、１つ目の質問で、10番目ですね。こ

のページの一番下、「その影響はinsignificantとしているが、その根拠を伺いたい」というあ

たり、この質問に対してどうなっているのかということが質問ですね。 

 それから11番目です。ほかの委員の方からもあったんですが、ここにある項目というのは、影

響予測、それから評価の段階では非常に難しい項目が多いと思うんですね。だからといってこ

こを全部外してしまうというのは余りにももったいなくて、この部分は、例えばモニタリング

項目の中でなるべく配慮しましょうということで提案させてもらったらどうかなと思います。 

○村山委員長  ありがとうございます。最初の部分の、10番の一番下にある「根拠を伺いた

い」という点については、ある程度先ほどのコメントでご説明いただいたかと思いますが、も

しもう少しあればお願いいたします。 

○小柳  おっしゃるとおりで、まず地方部でこういった影響がないだろうと考えられることと、

あとは、私が把握している限りでは、実際に過去の工区ですね、１工区、４工区、あと２工区

の一部も今供用開始してますけれども、ギャンブルとか、そういった問題が顕在化していると

いうことは承知しておりませんので、それも含めて、このＥＩＡを実施したローカルコンサル

タントがinsignificantと評価したと考えております。 

○村山委員長  今までいただいたご意見、いろいろとありましたが、１つは、11番で織田委員

がお書きになっている項目については、時系列にみて、オペレーショナルに限るものではない

というご意見がありました。私も確かにそういうふうに思いますので、織田委員の方でそのあ

たり少し整理をいただいて、こういった項目を生かしながら、時系列の中でどのように位置づ

けるかということですね。その上で、先ほど長谷川委員からありましたように、モニタリング

も含めて、現状確認からモニタリング、どういう形でやっていくのかというようなところをち

ょっと再整理をしていただいて、改めてご提案いただけますでしょうか。この場で固めるとい

うのは大変難しいと思いますので、恐らくメール上で、そのあたり、最終的に確認していくと

いうことになりますが、非常に重要な点ですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○織田委員  ちょっと一言だけよろしいですか。 

○村山委員長  はい。 
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○織田委員  本当にいろいろありがとうございました。何か思いつきで並べたみたいでお恥ず

かしいです。実はこのオペレーショナルで特に私が強調したかったことは、今までの工事です

と、第何工区というふうに全体の一部だったんですが、今回の工区の開通によって全線が開通

するので、その効果のはかり方も、今までのような、第何工区の効果というだけでは十分では

ないのではないか、カトマンズなどの都市とつながってしまうということを考えなければいけ

ないのではないかということを強調したかったことがあります。 

  ＥＩＡでは、今までと同じような一工区の影響だけしかみていらっしゃらないように思った

ので、そういう視点をぜひもつことが大事ではないかと思っております。 

○村山委員長  特に今の点、供用後ですね。全線開通した後の効果、プラスマイナス両方含め

てですね。わかりました。じゃそのあたり、ぜひ整理をしていただいて、ご提案をいただけれ

ばと思います。 

 今の点で、ほかに何かございますでしょうか。――もしないようでしたら、次のパブリック・

コンサルテーションについて議論をしていきたいと思います。ここは14から18にまたがってい

ますが、この点について何かコメントございますでしょうか。 

○小柳  では簡単に、１つずつ回答させていただきます。今の時点の我々の見解ですね。13番

ですね。より積極的な情報公開ですか、こちらは今後も住民説明会を行いますので、これはネ

パール側の方に、こういうことを留意して住民説明会の開催等を検討するように提案したいと

考えております。 

  それから14番ですけれども、先般、臼井の方がスライドで別途説明申し上げましたように、

基本的には事前に関係者に対するリーフレット配付、あるいは説明等は適切になされていたと

我々は考えております。説明会の11日前には招待状発送、あと一般の住民には５日前には各戸

訪問してリーフレット配付。これも配付して終わりではなくて、その場で説明もしております。

それから開催日等も、土曜日の11時。11時という時間がみそでして、早過ぎず遅過ぎず、やや

遠い人でも来ていただいて日のあるうちに帰ることができるというように設定しております。

ですから、そのあたりは現時点では適切な方法であったのではないかと考えております。あと、

説明会に参加した小作人とかの割合等については、冒頭申し上げましたように、データをとっ

てなかったので、次回以降は留意したいと考えております。 

  それから15番の原嶋先生のご質問なんですが、こちらも、回答者の所得別の分布というのは

ちょっとデータとっておりません。ただしというわけではないんですが、社会環境調査の結果
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ということで、ＥＩＡレポートの４―26ページには対象世帯の所得分布というものが記載され

ております。 

  それから16番ですけれども、こちらの方も今後の住民説明会等で留意するようにネパール側

に申し上げますということですけれども、基本的には、織田先生のコメントの最後の方にある

道路建設の影響やメリット、デメリットに対する情報提供とか非識字者への配慮という点です

けれども、まず非識字者に対しては、決してパンフレットの投げっぱなしじゃなくて、説明は

しておりますので、今後ももちろん留意するということでコメントにかえさせていただきたい

と思います。 

  あとは、今回あくまでも仮の線形ですので、線形が決まった後、道路建設の影響というのを

もう一度再評価して住民には説明する必要があるかと考えております。 

 それから17番の説明会の開催回数ですけれども、果たして32キロの沿線で何カ所がいいかとい

うのは、明確な回答はないんですけれども、ネパール側が今後実施することになりますので、

可能であればふやすというのを提案するのもしかりかなと考えております。 

 それから18番、女性の関与というご質問かと承知しますが、例えば用地に対する補償決定、各

戸２名が原則で、うち１名は女性が原則となっておりまして、そういうあたり、女性に対する

一定の配慮はされているのではないかと考えております。 

 住民説明会当日に女性の参加が１割ぐらいしかないという点については、どのような改善方法

がいいのかというのはなかなか難しいところがあると思うんですけれども、こちらは引き続き

考えなければいけない点かと思います。 

○村山委員長  ありがとうございます。それでは、13から18、このあたりで追加のご意見、ご

質問ございますでしょうか。 

○石田委員  まず17番がやはり気になるんですが、回数だけじゃなくて、集まってくる住民数

ですね。９月25日も私このことを質問したと思うんですが、参加人数は196人で、１回やってい

るわけですね。一番遠くからは数名が参加のみということで、オペレーションが万単位でいる

ということなので、若干参加人数が少ないような気がしますし、１回限りのチャンスだと、い

ろんな農民の行事なり都合で参加できない人もいますので、これをもって代表しているとはと

ても考えられないので、これからもし相手方に申し上げることが可能であれば、そこら辺も強

く申し入れていただきたいなと感じています。 

 だから、そこは思想の問題なんですけれども、何人かがいれば代表してやったことになるとい



 19

うアリバイづくりでいいのか、それとも、もう少しそのパーセンテージをふやすという思想に

するのかというこちら側の姿勢の問題であるのかなとも考えています。 

○小柳  もし臼井さん、よかったら……。住民説明会に参加してますので。 

○臼井  １年前に実施されたステークホルダー協議について、私も出席していろいろ考えたこ

とがあるんですけれども、少なくとも何回やればいいかという問題ではないと思います。要す

るに、貧しい人とか社会的に弱い立場の人をどのように意思決定プロセスに参加させるかが重

要で、そのための一つの方法としてステークホルダー協議があるという訳ですね。ですから、

ステークホルダー協議さえやればいいという問題ではないと、私どもは考えております。では、

ほかにどういった方法があるかと。 

  私たちが提案した一つの方法として、実際にコンサルタントの方が一軒一軒訪問して説明を

申し上げたということはやっております。要するに識字率が、男性でも４割、女性だったら３

割ぐらいという地域ですから、当然、パンフレット等で説明しただけでは不十分になってしま

う訳ですね。もう一つは、カーストの問題があると思います。やはり弱い立場の人ですから、

ステークホルダー協議をやって、そこで意見を言えるかどうかという問題があるんだと思いま

す。いろんな人が見ている前でそういった社会的に弱い立場の人が意見をいえるかどうか、そ

ういった問題もあるので、一軒一軒、住民の家屋を訪問して説明申し上げるということはやっ

てきたし、これからもやっていくと考えています。 

○石田委員  その点、非常に考え方としては、聞いた限りにおいては納得できる部分もあるん

ですが、そうすると今度は、戸別訪問するときの態度としてだとか、コンサルタントの質だと

かやり方、すべてにかかわってきますので、そこら辺をどう考えていくのかということが大き

な課題になると思います。 

○村山委員長  ありがとうございます。コメントを出された原嶋委員は何かございますか。よ

ろしいですか。 

○織田委員  ちょっと今の点で確認していいですか。 

○村山委員長  どうぞ。 

○織田委員  読み間違ったのかもしれないですが、戸別訪問ではステークホルダー協議会があ

りますよということの告知をなさっただけで、そうして集まってきた人たちが協議した、要す

るに協議の内容はそこに来た人がしたので、戸別訪問でいろんな、こういう問題があり得ます

よ、ということを説明したのではないと理解していたんですが、違ってましたか。 
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○臼井  告知を行った地域もあるんですけれども、遠方の地域ですと、その会議自体に参加す

 ることが難しいですので、どういった影響があるかとか、そういったことは説明したというこ

 とです。 

○織田委員  わかりました。 

○村山委員長  今のご議論で、一般の市民の意見についてはステークホルダー協議だけではな

いと。その他も含めてさまざまな方法があるので、その点について充実をお願いしたいという

のが多分委員の方々のご意見だろうと思います。そういう意味で、最終的に答申案をまとめる

段階で、少し原嶋委員にはそのあたりも考慮いただいた上で再提案をいただければと思います。

具体的には、戸別訪問ということをかなり充実されたという意見がありましたので、その場合

の留意点も含めてさらに少しご検討いただけれは思います。 

 そのほか、パブリック・コンサルテーションについて。 

○渡辺  事務局からの確認で、14番の藤崎委員のコメントなんですけれども、きょうご欠席で

すので、内容的に説明ないしはＥＩＡレポートへの所感的な中身になってますので、答申でど

うされたいのかをちょっと個別に確認させていただきたいと思っています。 

 それから15番は、答申に入れた方がよろしいのかどうか、ご意見を伺いたいんですが。 

○原嶋委員  関連で幾つか。１つは、15番については、既に先ほどいただいてますので、これ

については特にコメントとしては入れる必要はないという考えです。 

  もう一点、確認なんですけれども、全体としてコメントに共通しているのは、やはり回数で

はないことは事実でありますし、審査会としても、何回やればクリアだとか、そういう明確な

判断基準は今のところもっていませんけれども、全体としてまだ不十分だろうとか、あるいは

もう少しやるべきだろうという意見が共通してあると思うんですね。これについては、どなた

が主体になるかちょっと定かではありませんけれども、ステークホルダーミーティングに類す

るもの、あるいはそれに代替するものは今後も引き続き展開する、実施するという前提でリク

エストしてもよろしいでしょうか。 

○小柳  ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。まだ引き続き現地調査、我

々、実施いたします。そのときに、ネパール側と環境調査のＴＯＲ、あるいは住民説明会のＴ

ＯＲ、実施方法等について協議しますので、皆様からいただいたコメントをそういうときに説

明して、なるべく可能な限り反映させた環境調査とか住民説明会を実施するように申し入れた

いと考えております。 
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○村山委員長  ということですので、可能であればではなくて、可能な限りぜひお願いしたい

というのが多分委員の方々のご意見だと思います。多分、この中では17番のご意見が近いと思

いますので、原嶋委員、そのあたりを含めて修正案をぜひ出していただければと思います。よ

ろしいでしょうか。 

  それでは、次の土地収用・住民移転について、19番から24番まででしょうか。少しコメント

がありましたらお話をいただければと思います。 

○小柳  まず19番ですけれども、過去の工区における訴訟等の行動が起こされた事実はないか

ということですけれども、このコメントをいただいてから、急ぎ、私どものネパール事務所を

通じて道路局に聞いたんですけれども、ですから、第三者の意見ではないということを前置き

した上で、道路局からのコメントでは、全くそういう問題が起こったことはない。全くという

のは、訴訟とかそういったことが起こったことはございませんということです。 

  それで、一部、土地の登記、地目変更漏れでトラブルが発生したことがある。それはどうい

うことかというと、実際には、もともと森林や荒れ地であったものを耕地や果樹園に変更して

使っていたんですけれども、地目の変更がされていなかったために、土地の評価額が低かった

と。森林や荒れ地であれば評価額が低いですからね。それで住民から文句があったので、そこ

は実際に当時使われていた果樹園や耕地に地目変更することで、土地の登記を速やかに再登記

させることでその問題は解決したということを聞いております。 

 いずれにせよ、文章による、例えば土地の事務所、あるいは裁判所への抗議というのは行われ

たことがありませんという説明でした。それで、基本的に、ほとんどの土地の地権者は、用地

全部を道路用地として提供させられるということはなくて、ほんの一部、保有する土地の一部

が道路建設用地として買収されているということです。平均的な数字として、ほとんどの地権

者が800坪ほど、面積2,500平米ほどの土地を所有しているので、その一部が道路がかかったと

いう程度で済んでいるということを聞いております。 

 以上が道路局からのヒアリングでして、第三者による住民移転、用地確保後のモニタリングと

いうのは過去行っておりませんので、モニタリングを今回は実施するように申し入れすること

は可能だと思いますし、そうしたいなと考えております。 

  それから20番ですね。土地買い上げ代金の支払いなんですけれども、まず用地に関する支払

いは土地を取得するときに一括で支払われるということです。それから家屋の補償ですけれど

も、取り壊しの前に50％、取り壊し後に50％ということです。なぜ半分ずつかというと、過去
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の経験で、取り壊しの前に家屋補償費を全部払ってしまうと、お金だけ受け取ってなかなか壊

してくれないということなので、壊した後に半分支払っているということだそうです。あとは、

農地に関して作物補償というのもございまして、こちらは地区の農業事務所が評価を行って、

その後、用地取得が完了した後に支払われております。 

  21番ですけれども、不在地主の件で、これは全くご指摘のとおりだと思いまして、不在地主

の意見聴取というのは、今回、ＥＩＡでは約100世帯、不在地主、やっておりませんので、ＥＩ

ＡをアップデートするときにはＴＯＲに含めるようにネパール側に申し入れたいと考えており

ます。 

  続きまして22番です。女性だけを集めた住民説明会の実施をご提言いただいておりますが、

これもネパール側に申し入れてみようと思います。ただ、本当にそのとおりやるかどうか、そ

こは正直、不透明なところがあります。まずは、土地の提供に対して、意思決定権を有する人

に対して説明することが必要なんだろうなと。先ほど申し上げましたが、１家族、最低２人で

すか、うち女性１名含むということなので、女性も意思決定権含んでいるじゃないかというご

指摘ももちろんありかと思いますけれども、まずは意思決定権を有する人に対して説明すると

いうことを考えて、その後、女性だけに対する情報提供というのは引き続き検討して、ネパー

ル側と一緒に考えてみたいと思っております。 

  次いで23番、移転計画の策定で、これは全くおっしゃるとおりで、ネパールに限らず、どの

国でも、住民移転が発生する場合は移転計画を作成しなければいけませんので、可能な限り、

移転の方法、予算措置とか実施時期、そういったことを書いた移転計画というのを策定するよ

うに申し入れたいと思います。 

  あと、155という数字は、大分繰り返し説明しているのですが、これはマックスという数字で

お考えいただきたいなと考えております。実際は、道路幅、あるいは住民移転は避ける線形確

定を心がけますので、これよりは少ない数字になると考えております。続いて24番、Ribbon Se

ttlementsですか、既存のＲＴＯ、未舗装道に張りついた家の移転に関することですけれども、

これはなかなか難しい問題だと思います。難しいというのは考え方が難しいということですけ

れども、住民からは既存の道をなるべく有効に活用してほしいという意見があります。その一

方で、それに住居が張りついているというのも明確な事実でありますので、住民移転を避ける

という意味では迂回ルートを検討するのが有力かなと思いますが、ここは今後の現地調査で、

まず我々が現場を生の目でみるということと、移転に係る合意形成の状況をみて、いい妥協点
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を探りたいなと考えています。今後の大きな留意事項の一つで整理させてください。 

○村山委員長  ありがとうございました。それでは、この点について、特にいかがでしょうか。 

○原嶋委員  ちょっと確認ですけれども、Ribbon Settlements、この中にはいわゆるインフォ

ーマルな人たちを含んでいるんでしょうか。 

○小柳  それに関する情報はまだ現時点で把握しておりません。今後確認させてください。 

○田辺  オブザーバーのＪＡＣＳＥＳの田辺と申します。 

  ２点ほど質問したい。１点目は、こちらの回答に、ネパール土地収用法に基づいて補償額を

働きかける予定はないということをＪＩＣＡの方で検討されている一方、過去に補償額が実際

の価格より低かったとある。再取得価格がこのネパール法で定められているのかどうかという

ことを１点確認したいと思います。この点に関しては、カンボジアの国道１号線等でいろいろ

問題になっていることでもありますし、ぜひちょっと検討いただきたい点だと思っております。 

  ２点目は、先ほどの説明の中で、土地権がない、土地の保証書がない人に対しては補償がな

いというような回答だったかと思いますが、これも、世界銀行の非自発的移転政策等だと、土

地権のない人であっても、適切な補償をするという基準がある。したがって、ＪＩＣＡとして

は、これらの国際基準等と照らし合わせて、ガイドラインの中で適切に検討されてはいかがか

と思います。 

○佐井  日本開発サービスの佐井です。 

 １つ目のご質問、ちょっと私理解できなかったので、もう一度お願いします。 

○田辺  再取得価格での補償というのが補償方法としてございまして、つまり、住民が現在の

市場での価格ではなくて、その土地を再度取得するときにかかるコストを適切に計算して補償

するというような方法がありますが、そういった補償がネパール法の土地収用法で定められて

いるのかどうかということをお聞きしたい。 

○佐井  とにかく、それはネパールの現法ではないですね。それで答えになってますか。 

○田辺  ＪＩＣＡとしても、特に今後そういったことを求めていく方針はないと。 

○佐井  それは次の質問と関連と思うので。要するに土地の権利をもたない人間に対しても補

償するのだと。これはそういう意味ではインターナショナルプラクティスというご意見ですよ

ね。世銀もそうですし、ＡＤＢもそうですね。それをＪＩＣＡというか、日本政府としてどう

取り扱っていくかというのは、私、個人的には答えられないので答えてもらいますけれども、

とにかく現状では、ネパールの法律では土地の権利をもたない者に対しては補償しないという
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ことになってます。 

  あと、私もネパールはそれほど詳しくないですけれども、ネパール政府としては、ドナーの

意向によって運用してますよね。ですから、例えばワールドバンク、要するにドナーがしっか

りしたイニシアティブをとって、そういう補償をしなさいという場合はやっているようですね。

ですから、そういう意味では、ネパールの法律でないので一切ないということではなしに、可

能性としては十分できることだし、実際、実績もあるようなので、そのあたりはＪＩＣＡさん

なり外務省なりの意向がどうなのかなということ。これ以降はＪＩＣＡさんの方でお答え願う

と。 

○小柳  質問に対する回答書をお読みいただいて、基本的には、そこに書いてございますよう

に、現時点でＪＩＣＡとして補償額を引き上げることは考えておりません。書いてあるのでも

ういいませんけれども、ほかの工区とか、基本的にはネパールがやることですので、その動向

を見守りたいなと考えております。 

  さりとて、ないといったら、余りいいかげんなことをいってはいけませんが、大きな問題に

なった場合については、佐井さんもちらっとおっしゃっていましたけれども、何らかの方法を、

これは無償資金協力ですので、ＪＩＣＡというよりは外務省にも相談しないといけないかもし

れないですね。ただ、現時点では、まずはネパール側による手続の動向を見守りたいと考えて

おります。 

○田中専門員  ＪＩＣＡ専門員の田中です。少し補足のコメントをさせていただきたいと思い

ます。先ほどから議論になっております土地収用、住民移転、それからステークホルダー協議、

こういったところが次のステージに入るときに非常に重要だということは、私たち関係者、そ

のように思っております。 

  それで、再取得価格のお話が出ましたけれども、これはカンボジアの国道１号線で既にもう、

そこでどれぐらいの人たちがいるというのがはっきり決まった後で今議論になっているんです

が、今回、このシンズリの道路の場合にはこれから道路線形を決めていくという段階に入って

まいりますので、恐らくそういったところの議論の中で、できるだけ不必要なセットバック、

後ろにずれたり、あるいはわざわざ人のたくさんいるところを突っ切っていくというようにし

ないような形でのステークホルダー協議になっていくのではないかと思っております。 

  先ほど説明がございましたけれども、155世帯から恐らく減るだろうということも、今回、次

の段階ではとても重要なポイントだと思っています。これにつきましては、ネパール側のカウ
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ンターパートの皆さんと十分ＪＩＣＡも議論をした上で私たちも支援を続けていきたいと思っ

てます。 

  ただ、ここで非常に私たち考えていくべきことは、日本の例えば山岳道路をつくるような場

合に、そこに反政府の武装集団がいるかといったら、日本ではいないですね。ところが、ネパ

ールのこの現地ではいわゆる反政府ゲリラの人たちのいるようなゾーンもあるんですね。そう

いう中で住民集会も開いていかなきゃいけない。そしてそういった人たちの意見も聞きながら

やるというのは、結構、私たち日本人ではなかなかわからないようなところもございます。実

際にこの仕事をするのはカウンターパート、それから現地のコンサルタントの人たちが仕事を

して、それを日本のスタディチーム、あるいはＪＩＣＡ関係者も含めまして手伝うということ

ですので、そういった事情も勘案しながら、次のステージではできるだけそういった移転の交

渉がこじれないようにするような形のスタンスをとっていければよろしいのではないかと思っ

ています。なかなか簡単ではないと思いますけれども、国道１号線、カンボジアの経験も同じ

無償部が今一生懸命やっていますので、その経験はこの次の段階に反映させていけると思って

おります。 

○村山委員長  ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

○織田委員  確認してもよろしいですか。22番で書いたことなんですが、ファイナルレポート

では、先ほどからおっしゃっているように、補償を受ける人は男性と、もう１人は女性である

ことが望ましいということが書いてあるんですが、このＥＩＡのファイナルレポートに書いて

あるということは、ネパール政府はそれを進めるということを確認しているというわけですね。 

○小柳  はい、基本的にそのとおりです。今後はそれが実際に実施されるようなメカニズム、

例えば組織とか予算とかモニタリング方法というのは、我々、また現地調査で乗り込んだとき

に確認したいと考えてます。 

○織田委員  ぜひお願いしたいと思います。 

  それからもう一つ、そのときに、当の女性の人が、自分はそういう権利があるんだというこ

とを知っているのかどうかというのが大事じゃないかと思うんです。政府にその気があったと

しても、当の女性がそのことを知らなければクレームすることもできないでしょうし、また家

族の中の誰か一人の人が知っていても、例えば夫が知っていても、女性にそういうことを言わ

ないかもしれないということがありますので、もしこのようなことが決まりとされるのであれ

ば、それが当事者に伝わるようなメカニズムはどうなっているのかということを、ぜひ今後の
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調査項目に入れていただきたいと思います。 

○小柳  はい。確かにおっしゃるとおり、本当に女性が、自分が意思決定権者であることを知

っているかどうかは、確かに、今いわれて、私もはっと思うところがありますので、確認いた

します。 

○村山委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 先ほどのコメントでいきますと、20番の藤倉委員のコメントについては、もしかすると答申案

まで含める必要はないかもしれないですね。そのあたり、後日また委員に確認した上でまとめ

ていきたいと思います。もしほかにないようでしたら、次のセクションに移りたいと思います。 

  次が環境社会影響及び回避・緩和策の分析・評価ということで、25番から30番まで。ここに

ついてコメントありましたらよろしくお願いいたします。 

○小柳  まず25番ですね。不法伐採の監視・管理等に対する住民組織の能力強化ということで、

確かに大変ありがたいご意見だと思います。それで、このプロジェクトはネパールの道路局と

いうところが実施主体ですけれども、あとは環境科学技術省、あと森林関係ですと森林地質保

全省というところも関係省庁でございますので、それら３省と共同とか、あるいは側面支援を

受けながら住民組織の能力強化を図ることが必要であるということをネパール側に説明したい

と思います。続きまして26番、マイナスインパクトの発生の可能性なんですけれども、マイナ

スのインパクト、発生させないようなものが緩和策なんですけれども、全く発生させない、ゼ

ロにすることが可能か。特にここに書いてあるポーターの収入とか、土壌侵食、洪水等、なか

なか絶対に防げますと断言することが難しい項目があるのも正直なところで、基本的に、マイ

ナスのインパクトの可能性を隠すことはいけないだろうなと思いますので、今後、住民説明会

の場等で、プラスのインパクトも説明すると同時に、なるべくマイナスのインパクトの可能性

も説明した上で、それが発生しないように、住民の意識づけ、あるいは啓蒙活動、そういった

ことをネパール政府が行うことも必要ではないかと考えております。そういった住民への意識

づけ等をネパール政府に働きかけたいと考えております。 

  それから27番ですけれども、こちらはＥＩＡレポートの書きぶりに関するご指摘かなと解釈

しました。それで、ご指摘のテーブル6.17、これは緩和策実施前、もしくは実施後、どちらの

評価かということで、答えとしては実施前の評価がお答えでございます。 

  ただ、この章、もう一度私も読み直したところ、テーブル6.17の前にネガティブインパクト

を説明してまして、そのすぐ後に影響緩和策を記載しているので、このテーブル6.17が緩和策
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実施後のインパクトと誤解される可能性があるかなと思いますので、ここはアップデート版で

は誤解を与えないように、テーブル6.17に注釈をつけるように申し入れたいと考えております。 

 続きまして28番、こちらは環境管理計画ですね。対策が多過ぎるのではないかということで、

必要な対策、もしくは優先度、それら事項をアップデート版では記述するように申し入れたい

と考えております。 

  それから29番、ＥＩＡレポートに載ってました経済評価、お金に反映させた評価、これの活

用方法ですけれども、改めて私どももＥＩＡレポートを読んだんですけれども、長谷川委員が

ご指摘の、環境の内部化とか、あるいは経済と環境の調和とか、そこまで踏み込んだものでは

なくて、ただ単に森林消失に伴う土壌侵食とか、炭素固定機能の低下とか、交通量増加に伴う

環境汚染とか、そういったものを試算しているのではないかなと。概略的に、経済的に試算し

たら幾らかということをここで試算したのではないかと。それ以後の活用方法については、Ｅ

ＩＡレポートでは具体的には述べられていないのは事実だと思います。今後、調査した際に、

この活用方法とか、ちょっとネパール側に聞いてみたいと考えております。 

  それから30番、地域開発を本件に含めることの可能性ですが、ちょっと難しいというか、今

回の道路建設計画と地域開発、直接的に結びつくことはなかなか難しいのではないかと思いま

す。幸い、住民説明会も今後何度か開く予定ですので、本件のプラスのインパクト、プラスの

効果というのを説明して、住民の理解を得ていく。必要に応じて、それが住民組織の能力強化

につながればいいなと考えております。 

○村山委員長  ありがとうございます。それでは、ここのセクションについていかがでしょう

か。 

○長谷川委員  対応の説明、ありがとうございました。基本的にはそういう対応の方向で、ぜ

ひアップデートのときによろしくお願いしたいと思います。 

  参考までというか、予測をして、それに基づいて評価をするのですけれども、よく我々ごま

かされてしまうのは、対策あるときの評価予測結果と、そのようなちょっとマイナス面が出て

くるので、それじゃ対策を行いましたというときの予測と、あるいは評価結果というのがあっ

て、対策を何かやりますよという前の予測結果は、このテーブルにあるように、わりかしどの

方がやっても出てくるんですけれども、そこでマイナス面が出るので、それじゃ対策をこうい

うふうにやりましたと。その場合、それじゃ対策やったときの予測結果はどうであって、それ

は満足すべきものかどうかという評価まで至ってないんですね。いつの間にか、とにかくメジ
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 ャー、カウンターメジャーを列記して、で、ごまかしてしまうみたいなところがどうも、日

本もそうなんですけれども、あって、そこでちょっと私判然としなかったものですからこうい

う書き方をさせてもらったんですけれども。といいますのは、対策をやって、懸念されるこう

いう影響がこのぐらい緩和されたり、評価としてはこのぐらいのレベルにまで下がるという結

果になったというふうなところにもっていかないと、どのぐらいの規模で対策をやったらいい

のかとか、どの辺まで対象区域にしたらいいかとか、それからほかのコメントにもつながるん

ですけれども、今度はモニタリング計画をつくったりしたときに、じゃその対策にあわせてど

こをチェックしていきましょうかというところまで広がっていかないと思うんですよ。そうい

う意味で、ちょっと中途半端というか、これはこの案件だけじゃないんでしょうけれども、そ

んなことをちょっと述べさせてもらいました。 

  それから29番、まさにおっしゃるように、ここは試算しただけということなんですね。試算

しただけなら、要らないんじゃないかと思うんです。極端にいいますと。私、ここは余り触れ

たくないんですけれども、ガイドラインにこういうことをできる限りやりなさいと書いてある

ものですから、もしここまで一生懸命、コンサルの方、ネパール側でやったとすれば、それじ

ゃこれは今後の見通しとしてとか、何か位置づけを書いたりしておくと、これからほかの案件

も含めて発展性が出てくると思うんですよ。お飾りで置いておいてももったいな過ぎて、ちょ

っと将来のほかの案件も考えながら書かせていただきました。 

○村山委員長  それでは、27番については、先ほど回答がありましたので、じゃ回答を受けた

形でやや表現を修正していただいた方がいいかもしれないですね。ほかにいかがでしょうか。

――もしないようでしたら、ここはそのような形で進めたいと思います。 

○佐井  今、長谷川委員の方から、ネガティブインパクトに対する評価、それから予測に関し

て、あいまいやというコメントがあったんですけれども、そのコメントの扱いはどうなるんで

すか。別にきっちりしたレスポンスなくてもいいんですか。一つの先生のコメントだというこ

とでいいですか。難しいですよね、返事するの。非常に難しいです。 

○長谷川委員  ですから、ＥＩＡのアップデートのときに、こういう対策をとりましたと。だ

から影響が少なくなるという、その対策後の評価を、難しいんでしょうけれども、できればそ

こまで踏み込んでやってほしいということなんですね。 

○佐井  今先生おっしゃっているのは、結局、ミティゲーションメジャーのイフェクティブネ

スに関する議論を入れなさいということですね。 
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○長谷川委員  そうですね。 

○佐井  ですから、ミティゲーションメジャーやったら、100％クリアになる場合もあるやろう。

それで、これやったら３割ぐらい軽減。そのイフェクティブネスについて予測しなさいという

ことですね。 

○長谷川委員  そうですね。 

○佐井  それは、ミティゲーションメジャーを策定したときにそこまで予測しなさいというこ

とですね。 

○長谷川委員  そうですね。 

○佐井  それはなかなか難しいですね。 

○長谷川委員  難しいかもしれませんけれども。 

○佐井  私、そんなＥＩＡレポート余りみたことないので、だから、逆に先生の方から技術的

な何かご提案が、こういうふうにしてイフェクティブネスについてチェックしなさいと。もう

ちょっと踏み込めば、100％クリアにならないようなミティゲーションメジャー出してもしゃあ

ないよと、そういうことですよね。 

○長谷川委員  まあ、厳密にいえばそうですね。 

○佐井  現状ではやっぱり、いわゆる環境管理計画の中でミティゲーションメジャーを提案し

て、それで、その提案した後の評価はしてませんけれども、いわゆる環境モニタリングの中で、

実際ミティゲーションメジャーがイフェクティブであったかどうかというのを確認すると、そ

ういう流れですよね。 

○長谷川委員  言い方を変えてしまいますと、今おっしゃったように、非常に難しいと思うん

ですよ。対策についてのイフェクティブネスというのはね。ですから、難しいといいながら、

それで足りているようなメジャーの扱いというか。正確にいうと、この対策は提案したけれど

も、どれだけ効果があって、本当にミティゲーションに結びつくか、なかなか不明だと。だか

らこそ、それについてはモニタリングの項目を引き出して、モニタリング計画としてつくりま

したというストーリーが欲しいんですよ。そこのストーリー的なところがやっぱりわからない

ならわからないのレベルでやっておく必要があるかなと思って。ちょっと重箱の隅をつつくよ

うな議論かもしれませんけどね。 

○佐井  ですから、技術的に、何かこういうふうにやったらどうやと、そういうご提案が欲し

いなと思います。具体的にね。ストーリーと聞いても、私個人は経験もないのでわからないん
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ですよね。実際、緩和対策に対するイフェクティブネスがどの程度だからとかいうのは非常に

難しいなあと。だから、今回、先生のコメントをコメントとして受け取るだけでいいのか、具

体的に何か返しなさいといわれたら、私、一応サポートしているもので、そこら辺自信がない

ので、だから、先生の方にちょっとお助け願いたいなと。 

○長谷川委員  正直いって、私も技術的にどうかといわれたら、やはり頭を悩ましますけれど

も…… 

○佐井  次の段階にいけば、これは定量的にせんとあかんと思うんですね。今先生おっしゃっ

ていることをやろうと思えば、定量的にメジャーせなあかん。 

○長谷川委員  定性的でも、ある程度よろしいかと思うんですね。というのは、メジャーを含

んでどうだという評価がある程度あるのかなと思って読んだんですけれども、例えばこの６―2

3ページのテーブルの前については、これは点数を引っ張ってきて、こうだああだといって、イ

ンシグニフィカントか、あるいはシグニフィカント、いってますよね。これはメジャーをやる

前にこうだということで、その後パッとみると、今度、107―１ページからいきなり保全計画に

入ってしまうんですよ。ですから、定量的にはなかなか難しいだろうとは思うんですけれども、

次に管理計画、あるいはモニタリング計画にいく際に、何か総合評価というんですかね、対策

を含めた総合評価というんですか、その部分が、定性的な説明でもいいですから。 

○佐井  緩和策の総合評価のイフェクティブネスに関する評価をしなさいと。 

○長谷川委員  そうですね。定性的ということでいいかと思うんですけれども。 

○村山委員長  今の点は27番に関するコメントに関連することだと思うんですね。それで、先

ほど申し上げたのは、対策前か対策後どちらかということがクリアになったわけですから、そ

れを受けて、長谷川委員の方で改めてこの点のコメントについて検討してほしいというふうに

申し上げたつもりです。その中に、先ほどご指摘があった対策後の効果についても恐らくコメ

ントがあると思いますので、その点についてぜひ含めた方がいいのかなと思いますね。 

 個人的には、物理的な対策については、ものによってはかなり定量的にやれるものがあると思

うんですね。例えば大気汚染とか騒音とかはある程度やれるのではないかと思うんですね。た

だ、なかなかそこまでできないものも確かにあるので、恐らく考え方としてそういうものが必

要だろうと。ものによっては定量的にできるかもしれないし、定性的にならざるを得ないかも

しれないと、そういうようなことだと思いますけれども。 

○佐井  私の立場として、一応確認だけさせてもらわないと。聞きましたよだけでよければい
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 いんですけれども、何かまた返さないとだめかなと。念のために。失礼しました。 

○村山委員長  ありがとうございます。それでは、この点、もしよろしければ次にいかせてい

ただきますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、30番まで来ましたので、次、31番、これは１つだけですので、次の環境管理計画も

含めてコメント、もしありましたらお願いしたいと思います。 

○小柳  31番、文化施設ですね。この間の説明会でもたしかご意見ちょうだいしまして、ＥＩ

Ａレポートにも載ってますので、移転や撤去の可能性について、アップデート版に記述するこ

ととします。 

  それから32番の環境管理計画ですね。ＥＭＵについてご提言いただいてます。Environmental

Management Unitについては、それがしっかり機能するように、我々も今後フォローする必要が

あるかと思います。それで、設立時期、今のところのネパール側の説明では、工事が始まる直

前に設立予定と聞いてますけれども、時期とか予算確保方法等について、今後フォローしたい

と考えております。 

○村山委員長  それでは、この点、いかがでしょうか。 

○原嶋委員  ＥＭＰになりますが、別表の質問事項の資料の中で、第１区、第２区、第４区に

ついて環境管理計画が策定されているかということについて、策定されてないと承知していま

す。全体で150キロですね。この中で30キロが今回ターゲットになるわけですけれども、環境管

理計画を150キロの道路の中で30キロだけ実施するというのは実効性からみると危ういような印

象をもっています。わかりやすくいえば、東京から静岡の道路で、御殿場と沼津だけ環境管理

計画をつくるようなものでありますので、この環境管理計画はターゲットとしてどの範囲を考

えていらっしゃるのか、念のために確認したいんですけれども。 

○佐井  区間は今回の30キロ分です。 

○原嶋委員  それで、全体として予定している効果が定性的にも期待できるんでしょうか。 

○佐井  どういう意味ですか。 

○佐井  それは我々内部でも議論はしたんですね。今回みたいなケースは非常に特殊だと思う

んですよ。道路自体は150キロだけれども、ＥＩＡは、今回スコープとしては30キロ、第３工区

のＥＩＡをやっているわけで、その中の主要なコンポーネントである環境管理計画があると。

今先生がおっしゃっている、150キロに対してどうするんだという話は、私としては１つちょっ

と整理しておいた方が、別に整理しておいた方がいいと思うんですね。 
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 というのは、環境管理計画というのは、結局、施工前、施工中、それから施工後の環境管理ど

うするんやという話ですね。第１工区と第４工区はもう工事が終わっているわけですね。です

から、それに対しては何やるべきかというのは、事業の効果がどうやったんやとか、その一部

で環境面も入ってくるかなと思いますけれども、ここでいう環境管理計画というのはあくまで

も工事中、施工前の土地収用も含めてですね。３つのフェーズの自然環境と社会環境にどんな

問題点があるので、どういうミティゲーションメジャー入れなさいと。それに対してモニタリ

ングで実効性があったかどうかというのを確認するというので、１つ、これは完結したものと

してみないと、ここで余り150キロに分散してしまうと、ほかの工区に関しては、それは予測も

くそも、もう工事でき上がっているわけで、そのあたりは逆に、アディショナルなリクワイア

メントとして、１つ、別途、小規模なスタディをやってくれとか、それはどっちかというと、

私、個人的には、ＪＩＣＡというか、日本サイドでやるべきなのかもしれない。いわゆる事業

の効果として果たしてＦＳの段階で予測したことが本当にそうやったかと。例えばいわゆる需

要予測とか交通予測、あれが正しかったかどうかというのは、今回つながってしまうと、はっ

きり出てくるわけですね。それと同じようなレベルの話だと思うわけです。ですから、今回の

第３工区に関する環境管理計画というのは、完結したもので考えたら私はいいと思います。 

 それで、事業評価に関しては何かまだ別なスキームがあるんでしょう。 

○小柳  ええ。一応ＪＩＣＡの基本設計調査の妥当性、あとは、無償の場合、本体は外務省の

業務になりますので、外務省がプロジェクト完了後に事後評価というのをやってます。ですか

ら、原理原則でいうと、第３工区だけの評価というのは将来やることになるんでしょうけれど

も、そこで、この第３工区が最後の工区で、全線開通させる最後の道路であったということで、

道路全体に対する評価というのをやってもいいんじゃないかなとは考えていて、そこは、やり

ますと今我々答える権限もないんですけれども、前向きに検討してみるように、周りとも相談

してみたいと思ってます。 

○野村委員  環境管理計画の話については、確かに佐井さんがおっしゃられるような側面があ

って、この32キロの環境管理計画を150キロに拡大して考えていくということは余り現実的では

ないというのはよくわかります。ただ一方で、特に公害系、騒音だとか大気汚染だとか、そう

いったものについては、環境管理計画とは別に、事業の完成後、果たしてどういう状況になっ

ているのかということを実際に把握することは必要ですし、むしろＪＩＣＡさんなり日本政府

にお願いしたいことは、ＪＩＣＡなり日本政府自体がモニタリング、そういう大気汚染の状況
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を未来永劫把握していくということはできないわけですから、150キロの間のどこをモニタリン

グ地点にするのか、あるいは大気汚染の濃度についてどういうふうに考えておくのか、あるい

はだれがそれを行うのか、どういう頻度で行うのか、そういったことをきちんとネパール側と

の間で、工事完了までにそういうシステムをつくっておくということは大事なことです。それ

については32キロだけやるというのは余りにも片手落ちだろうと思いますので、150キロを対象

にしたそういうきちんした体制を技術協力を通じて整備してやるということを、管理計画とは

ちょっと違うかもしれませんけれども、ぜひお願いしたいと考えます。 

○佐井  ですから、それは実際私答える立場にないんですけれども、私もやるべきやと思って

ます。そのためには、先ほどから織田先生とか長谷川先生からもコメント出てますように、社

会環境面での変化がどうだとか、社会経済的な面、こういう話というのはちゃんと事前に準備

しておかないと、先生おっしゃったように、いわゆるベースラインデータとっておかないとで

きないわけです。だから、ある意味、タイムリーにそういうアクションを起こさんとあかんと

思います。ですから、もしＪＩＣＡさんの方でやる意思があって、予算のこととかあると思い

ますが、できるのであれば、やっぱりタイムリーに、少なくともこの第３工区が動き出す前に

ベースラインデータとっておくことが必要だと私は思います。特に社会環境面では非常に重要

だと思います。時間もかかりますし。 

○長谷川委員  社会環境ということになりますと、例の移転計画、あるいは再定住計画ですか、

これは非常に重要になってくると思うんですが、今回の環境管理計画、あるいはモニタリング

計画との兼ね合わせというか、位置づけというか、あるいは別途またつくるのかとか、その辺

はどんなふうな見通しをお考えですか。 

○佐井  当然別途ですね。ですから、いわゆる補償に関するアクティビティも別途やるべき話

で、ですから、ここで触れるというのは、ちゃんと適正に補償しますとか、それだけですね。

あとは、いわゆる住民移転計画で量的に押さえて、それで属性を押さえて、どんな補償をして

いくんだと。その過程で、きょうしばしばお話出てます、小作人なのかどうかとか、そういう

細かい話はどんどんこれから詰まっていくんだと思います。ですから、日本サイドとしては、

適正にそういうプランをタイムリーにつくりなさいということは当然リクワイアメントとして

出すことになると思いますね。 

○木藤  先ほどちょっといいかけましたけれども、全線にわたる環境管理計画の必要性という

ことについては、今我々、無償資金協力部が今回の第３工区ということでこの席上におります
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けれども、全線ということになりますと、本体事業をやっている外務省さん、それからあと、

過去にこの開発調査をやった社会開発部、そういったところとも相談をしながら検討していく

必要があろうと思っております。 

○村山委員長  ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

  今回の諮問の内容が第３工区ということになっていますので、今のご議論については、ある

意味で諮問内容から広がっている部分があるわけですが、ただ、ここをもとにして出てきた議

論ですので、今回のコメントには十分反映されてないような感じもしますが、委員の方々の間

で必要だと思えば、それは付加的な意見という形で出していただいていいと思うんですね。そ

の点も含めて最終案ではご検討いただくことになると思います。 

 それでは、あと36、37残っておりますので、これについて、もしコメントありましたらお願い

したいと思います。 

○小柳  36番、環境基準や排出基準を記載するようにということでしたので、これはネパール

側の方にアップデート版に記載するように申し入れます。それから37番、ＪＩＣＡガイドライ

ン、こちらの方も明記するように申し入れたいと思います。 

  33、34番は長谷川委員のコメントですね。２点踏まえて、こちらもアップデート版に記載す

るようにネパール側とよく協議したいと考えております。 

 あと35番の方も、プロジェクト終了後のモニタリングですか中もプロジェクト終了後モニタリ

ングする項目は含まれております。例えばＥＩＡレポートのテーブルの7.2とか、幾つかはあり

ますけれども、あとは、モニタリングチームの活動についても期待どおりの活動が担保される

ように、こちらも設立時期とか予算等を今後ネパール側と確認したいと考えております。 

○村山委員長  以上で、すべてのコメントに関して一とおり行いました。先ほど渡辺さんの方

から、37番はどうしようかというお話がありましたが、長谷川委員、いかがでしょうか。 

○長谷川委員  特にいただいたネパール側のＥＩＡレポートを改善してくれというんじゃなく

て、今後のアップデートのときに、何か書きものにするのはこういう文章も入れたかどうかと

いうことなので、もし何なら消してもらっても結構ですし。 

○村山委員長  じゃ37は特に含めなくてもよろしいですか。 

○長谷川委員  はい。 

○村山委員長  そのほか、全体を通して何かありましたらお願いいたします。 

  それで、ちょっと時間が過ぎてしまいましたのでそろそろまとめたいのですが、最終的な答
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申を出すに当たっては少し文言を修正していただく必要のあるところが多分あると思います。

若干疑問形で表現されているところもありますし、それからあと、理由が相当長くて、何を求

めておられるのかややわかりにくいところもありますので、できましたら簡潔に、こういう点

を求めるというところを最初に出していただいて、加えて理由を少し表現していただくという

形で整理していただくと最終答申もまとめやすいかと思いますので、ぜひそのような形でお願

いしたいと思います。 

  よろしいでしょうか。――もしないようでしたら、第２号議題についてはこのあたりで終わ

らせていただきます。 

○比嘉  ちょっとすみません。事務局の方から確認させていただきたいと思います。これは今

の段階でお伺いしていいのかどうかなんですが、最初にちょっと戻らせていただいて、２番目

のガイドラインとＥＩＡ報告書が大きなそごがあったかどうかについての結論が出ていればお

聞かせいただきたいということと、それから、今、村山委員長からお話がありました訂正につ

いて、例えば１週間ぐらいでやっていただくのは可能でしょうか。ある程度スケジュールを立

ててと思いますので。提出期限のようなものを決めていただいた方がよろしいかなと思います。 

○長谷川委員  労をあれするためじゃありませんけれども、例えばＪＩＣＡ側のスタイルとい

うか、一番提言しやすいスタイルというのがあると思うので、例えばＪＩＣＡさんの方で提案

していただいて、そこへこちらから赤を入れるみたいな方がすんなりいくかなと。ただ、先ほ

ど村山先生が何人かの委員の先生に詳しくというのがありましたけれども、あれ以外はＪＩＣ

Ａさんの方で手直しなされたようなものをいただくとやりやすいかなという気がするんですが。 

○比嘉  では、訂正をいただいた上で、全体的に文体をまた整えて、皆様にメールでお送りい

たします。 

○村山委員長  じゃ追加修正のコメントを１週間ぐらいでよろしいですか。 

○比嘉  こちらの方は結構です。 

○村山委員長  じゃこの中で議論になったもの以外でも構いませんので、きょうの議論を受け

て追加して修正していただくものがあれば、１週間以内でメールで送っていただくと。それを

事務局の方でまとめていただくという形にさせていただきたいと思います。 

  それで、先ほどの２番の田中委員のコメントですが、これはどうしましょうか。これまでの

答申の中では特に是認するかどうかというのは実は表現としては入っていないんですね。です

ので、ここまで言い切ってしまうというのも１つですが、あえて入れる必要もないということ
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もあると思います。いかがでしょうか。特に今の時点でご意見ありませんでしょうか。 

○原嶋委員  個人的な意見としては、こういう形で包括的にまとめてしまうのは差し控えた方

がいいという意見です。田中先生はこういうご意見だということは、それはそれでもう一つの

拝聴すべき意見だと思いますけれども、いろいろな個別のリクエストとか、いろいろな問題点

などの指摘がございますので、こういう形でくくってしまうのは、その部分だけひとり歩きす

るおそれもありますので、従来のスタイルの方がよろしいのではないかと私自身は思料します。 

○村山委員長  ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、きょうの段階でも幾つかご意見出てきましたので、そこも含めて考えますと、この

意見についてはコメントという形でとどめて、最終答申の中ではあえて表現しないという形に

したいと思います。よろしいでしょうか。――それでは、そういう形で答申案については進め

たいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、次の第３議題、「その他」ですが、今後のスケジュールですね。 

○渡辺  スケジュールについてご説明させていただきます。 

 次の諮問案件ですけれども、インドの幹線貨物鉄道輸送力計画調査という開発調査のスコーピ

ングの段階につきましての諮問を予定しております。この諮問につきまして、11月13日ですけ

れども、審査会そのものではありませんで、案件の説明会を開かせていただきたいと思ってお

ります。担当委員を資料のところに記載しておりますけれども、担当委員以外の方のご出席も

歓迎いたします。 

  したがいまして、次回の審査会は、11月27日の３時から、本部、ＪＩＣＡ兵庫、ＪＩＣＡ九

州での開催を予定しております。審査会のスタート時間ですが、３時からということでお願い

したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○村山委員長  今後のスケジュールで、審査会としては11月27日、よろしいでしょうか。 

 それでは、そのほか何かご意見等。 

○長谷川委員  細かいことで申しわけありませんが、私、ここへ来て戸惑ってしまったんです

けれども、つまり、Ａグループの委員の方、例えば原嶋先生など、たくさんコメントを出して

いただいている。そちら側へ座って、我々、こちらにいて、なんかチグハグな思いがして、大

変原嶋先生には申しわけない感じがしたんですが、こういう形なんですか、従来。たまたま席

がなくて後ろ？ 
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○村山委員長  当初、本当の最初の最初は実はもうちょっと大きな部屋で、すべての委員、東

京に来ていただいてやってました。ただ、かなりいろいろな地域にいらっしゃる方がおられる

ので、こういったテレビ会議の形式をとるようになったと。そこからこういう形で席の配置が

変わってきたということなんですね。できるだけ担当委員の方にはこちらの方に座っていただ

いた方がいいと思うんですが、ちょっと人数的なことでこういう形になってしまっているとい

うことですね。 

○木下  あと、次回のインドの案件、結構大きな案件ですので、ぜひ皆さん、関心をもってい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○村山委員長  そのほかいかがでしょうか。 

○菊地委員  事務局に質問なんですけれども、例えば今のコメントがまとまった段階で、回答

の方でも、予備調査に反映とか、基本設計調査に反映とか、あるいはネパールの方のアップデ

ートの際のＥＩＡのアップデートに反映とか、いろいろ出ているんですけれども、そういうこ

とは最終的にこのレポートというか、全体のコメントがまとまったときに、表なり、あるいは

それぞれの個別コメントの後ろに何かそういうところが入るとか、どういうところでそれはあ

らわれるのでしょうか。 

○渡辺  反映できるかどうかというのは、実際には基本設計調査が始まりました後に、先ほど

無償資金協力部からご説明ありましたように、ネパール側と協議して、調査のＴＯＲを決めて

いくことになりますので、その段階にならないと、どの程度の作業ができるかがはっきりしな

いという状況にあります。したがいまして、今回の答申の結果をどのように扱ったかは、次回、

基本設計調査の報告書の案ができたときに審査会にご報告をさせていただきますので、その際

にどういうふうに扱ったかをご報告するというようなやり方を考えたいと思っておりますが、

いかがでございましょうか。 

○村山委員長  多分、今のご質問の趣旨は、実際にそれが反映されたかということとともに、

コメントに対する回答として記録が残るかどうかということだと思うんですね。そのあたりは

いかがですかね。きょうの審査会は正式に始まりましたので、議事録としてはすべて残ること

になりますけれども、それ以外に何か、表の形で残していただけるかどうかということだと思

うんですね。 

○渡辺  用意しておりませんでしたので、検討させていただきたいと思います。 

○村山委員長  そういう形でよろしいでしょうか。 
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○木下  今の質問について、いわゆる答申を受けてJICAが回答をどういうふうにするのかとい

うことですが、第１期の場合は明確に打ち出してはいなかったというのが実情だと思います。

事務局の方で内部的に検討させていただいて、どのような対応をするかを別途また回答したい

と思います。 

○村山委員長  そのほかいかがでしょうか。 

 もしないようでしたら、きょうの審査会、これで終了したいと思います。よろしいでしょうか。

――どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


